
 

指定薬物を指定する省令が公布されました 

 

 

 令和５年12月27日に指定薬物として新たに１物質群を指定する省令（※１）が公布され、令和

６年１月６日に施行されます。  

 今回指定された１物質群（※２）は、本年12月26日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬

物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。 

 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則

禁止されます。 

 

※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同

法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第166号） 

※2 新たに指定薬物に指定された物質 

 

［物質群１］ 省令名：６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－ヘキサヒドロ－６，６，９－トリメ

チル－６Ｈ－ジベンゾ［ｂ，ｄ］ピラン－１－オールの３位に直鎖状ア

ルキル基（炭素数が３から８までのものに限る。）が結合する物であっ

て、１位、３位及び６位以外にさらに置換基が結合していないもの及び

これらの塩類 

  



物質群１として包括される物質一覧 

結合する炭素数  

通称名  
構造式  

 

炭素数 3 
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炭素数 5 
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炭素数 6 
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炭素数 7 

 
HHCP 

 

O

OH

 

 

炭素数 8 

 

HHC-Octyl、HHCjd 

 

 

O

OH

 

物質群に含まれるHHC、HHCHについては、医薬品医療機器等法において指定薬物として指定され

ているが、今回の物質群の指定薬物の指定に併せて、指定薬物省令における個別の化合物の名称を削除

する。 

 

 


